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様式第 1（第 3条関係）

大規模小売店舗届出書

令和 8 年 4 月 1 日

千葉県知事 様

（設置者）

京成電鉄株式会社

代表取締役 天野 貴夫

千葉県市川市八幡三丁目３番１号

大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 タイヨー
なりた

成田
てん

店

所在地 千葉県成田市土屋字新着 1308 番 1 他

２ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の

氏名

名 称 代表者 住 所

株式会社タイヨー 代表取締役 森田 剛 茨城県神栖市大野原四丁目 7番 1号

３ 大規模小売店舗の新設をする日

令和 8年 12 月 2 日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,844 ㎡
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５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

（１）駐車場の位置及び収容台数

位 置 収容台数

別添図面№4配置図：地上平面駐車場 35台

別添図面№4配置図：屋上駐車場 30台

合 計 65 台

※別途併設施設（飲食店 B）用駐車場 42 台あり。

（２）駐輪場の位置及び収容台数

位 置 収容台数

別添図面№4配置図：駐輪場 53台

計 53 台

（３）荷さばき施設の位置及び面積

位 置 面 積

別添図面№4配置図：荷さばき施設① 108（108.0）㎡

別添図面№4配置図：荷さばき施設② 36（ 36.0）㎡

計 144（144.0）㎡

（４）廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置 容 量

別添図面№4配置図：廃棄物保管施設 74（74.25）㎥

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 特記事項

株式会社タイヨー 午前 8 時 午後 11 時

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場№ 利用可能な時間帯 特記事項

地上平面駐車場 午前 7 時 30 分～午後 11 時 30 分 －

屋上駐車場 午前 7 時 30 分～午後 11 時 30 分 －

（３）駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場№ 出入口の数 位 置

地上平面駐車場 5ヶ所 別添図面№4に記載のとおり

屋上駐車場
5ヶ所

（地上平面駐車場と共用）
別添図面№4に記載のとおり

計 5ヶ所

（４）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設№ 荷さばき可能な時間帯 特記事項

荷さばき施設① 午前 6時～午後 10 時

荷さばき施設② 午前 6時～午前 7時 30 分
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添付書類
１ 法人にあってはその登記事項証明書

別添のとおり

２ 主として販売する物品の種類

食料品・日用品

３ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

※建物配置図 図面№4配置図

※各階平面図 図面№5平面図兼求積図

４ 建物計画の概要

（１）敷地の概要

①敷地の面積 店舗敷地 12,366.23 ㎡

②法令に基づく用途等

都市計画区域 市街化区域

用途地域 第一種住居地域、第二種住居地域

（２）立地環境

①計画地周辺の概要

計画地は JR 成田線成田駅から北に約 1.85Km に位置し、敷地の北面は国道 408 号、東面ならび

に南面は成田市道に面しています。敷地は 2 方が道路に囲まれていて、1 方駐車場に面してい

ます。周辺は住宅・店舗・事業所が混在した地域です。

②隣接地の用途地域及び用途の現況

方角 用途地域 用途現況

北側 商業地域 道路を挟んで駐車場、店舗が立地

西側
第一種住居地域

第二種住居地域
隣接して駐車場、店舗、民家が立地

南側 第一種住居地域 道路を挟んで事業所、民家、物置が立地

東側
第一種住居地域

第二種住居地域
道路を挟んで事業所、駐車場、空地、民家、店舗が立地

（３）店舗建物の構造及び面積等

①建物の構造

鉄骨造 地上 1階建

②建物面積の内訳

＜タイヨー成田店＞

ア 建築面積 3,146.16 ㎡

イ 延床面積 2,945.76 ㎡

ウ 各階ごとの店舗等の面積及び延床面積等（㎡）

区分 店舗面積

利用者層が異なる
併設施設 ａ

利用者層が
同一の併設
施設 ｂ

その他
(共用施設等)

延床面積

オフィス マンション

1階 1,843.56 － － － 1,034.29 2,877.85

PH － － － － 67.91 67.91

合計 1,843.56 － － － 1,102.20 2,945.76
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＜飲食店 A＞

ア 建築面積 78.11 ㎡

イ 延床面積 75.35 ㎡

ウ 各階ごとの店舗等の面積及び延床面積等（㎡）

区分 店舗面積

利用者層が異なる
併設施設 ａ

利用者層が
同一の併設
施設 ｂ

その他
(共用施設等)

延床面積

オフィス マンション

1階 - - - 47.47 27.88 75.35

＜飲食店 B＞

ア 建築面積 380.64 ㎡

イ 延床面積 375.67 ㎡

ウ 各階ごとの店舗等の面積及び延床面積等（㎡）

区分 店舗面積

利用者層が異なる
併設施設 ａ

利用者層が
同一の併設
施設 ｂ

その他
(共用施設等)

延床面積

オフィス マンション

1階 - - - 207.90 167.77 375.67

③利用者層が同一の併設施設（併設施設ｂ）の内訳

併設施設
小売店舗に対する

面積割合
営業時間 特記事項

飲食店 A 47.47 ㎡ 2.6％ 午前11時 00分～午後11時 00分

飲食店 B 207.90 ㎡ 11.3％ 未定

合計 255.37 ㎡ 13.8％
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５ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

（１）指針による必要駐車台数の算出

事 項 等 各項目算出のための計算式等

行政人口 133,302 人
令和 7 年 12 月末日現在
成田市ホームページより

地区の区分 その他地区 用途地域：第一種住居地域、第二種住居地域

Ｓ：店舗面積 1.844 千㎡

Ａ：店舗面積当たり
日来客数原単位

1,045 人／千㎡
人口 40万人未満：
店舗面積 5,000 ㎡未満：1,100-30S

Ｂ：ピーク率 14.4％

Ｌ：駅からの距離 1,850ｍＪＲ成田線 成田駅

Ｃ：自動車分担率 70％ 人口 10 万人以上 40 万人未満、その他地区

Ｄ：平均乗車人員 2.0 人／台 10,000 ㎡未満：Ｓ＜10,000 ㎡

Ｅ：平均駐車時間係数 0.669 10,000 ㎡未満：（30＋5.5Ｓ）÷60

小売店舗の必要台数 65台 Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ×Ｅ

届出台数 65台

（２）市町村条例に基づく附置義務

①附置義務の有無 無

②条例等名称：－

（３）特別な事情による駐車台数の算出

該当なし

（４）併設施設利用者のための駐車場の必要台数について

種類 内容
面積

（㎡）

当該小売店舗
駐車場と共
用・別途

必要駐車
台数

算出根拠
収容台数（届
け出台数に含
むかどうか）

b 飲食店 A 45.55 ㎡ 共用 － 併設施設の面
積が小売店舗
面積の２割以
下のため

含む

b 飲食店 B 207.90 ㎡ 別途 －
42 台

（含まない）
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（５）届出駐車場の構造、収容台数、面積、敷地の状況及び駐車可能時間帯

地上平面駐車場 駐車場種類 建物外平面駐車場（自走式）

来客が駐車する

可能性のある

駐車区画

駐車区画

の数

普通車用 208 台

軽自動車用 5台

身障者用 6台

高齢者用 －

総収容台数

（内訳）
219 台（届出 35 台 従業員用等 184 台）

駐車区画

の大きさ

普通車用 2.7ｍ×5.0ｍ=13.5 ㎡ 208 台

軽自動車用 2.5ｍ×3.8ｍ= 9.5 ㎡ 5 台

身障者用 3.5ｍ×5.0ｍ=17.5 ㎡ 6 台

高齢者用 －

面積（駐車区画の大きさ

×総収容台数）
2,960.5 ㎡

利用可能な出入口 5ヶ所（出入口①、②、③、④、⑤）

駐車料金の徴収の有無 無

店舗専用・他の駐車場との共用の別 店舗専用

敷地内・隔地の別（隔地の契約形態） 敷地内

来客用利用可能時間帯

（来客以外も含めた利用可能時間帯）

午前 7時 30 分～午後 11 時 30 分

（午前 7時 30 分～午後 11 時 30 分）

屋上駐車場 駐車場種類 屋上駐車場（自走式）

来客が駐車する

可能性のある

駐車区画

駐車区画

の数

普通車用 69台

軽自動車用 －

身障者用 2台

高齢者用 －

総収容台数

（内訳）
71 台（届出 30台 従業員用等 41 台）

駐車区画

の大きさ

普通車用 2.7ｍ×5.0ｍ=13.5 ㎡ 69 台

軽自動車用 －

身障者用 3.5ｍ×5.0ｍ=17.5 ㎡ 2 台

高齢者用 －

面積（駐車区画の大きさ

×総収容台数）
966.5 ㎡

利用可能な出入口 5ヶ所（出入口①、②、③、④、⑤）

駐車料金の徴収の有無 無

店舗専用・他の駐車場との共用の別 店舗専用

敷地内・隔地の別（隔地の契約形態） 敷地内

来客用利用可能時間帯

（来客以外も含めた利用可能時間帯）

午前 7時 30 分～午後 11 時 30 分

（午前 7時 30 分～午後 11 時 30 分）

（６）その他の駐車場

事 項 有無の別
当該小売店舗駐車場

と共用・別途の別
収容台数

従業員駐車場 有 共用 225 台

飲食店 B駐車場 有 別途 42台

合 計 267 台

※従業員用駐車場 225 台について、開業後の既存店舗の解体時には、作業スペース

として利用すること予定しています。
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６ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測結果等駐車場の自動車の出

入口の数及び位置を設定するために必要な事項

（１）敷地周辺の道路の状況

上段：道路№

下段：道路名（通称）

道路№1

成田市道 1-019 号線

道路№2

国道 408 号線

店舗からの方角 南東側 北側

店舗駐車場の出入口

（有の場合、出入口№）

有

（出入口①②）

有

（出入口③④⑤）

搬出入車両が使う出入口

（有の場合、出入口№）
有（出入口①ならびに業務用車両出入口） 有（出入口④）

幅

員

車道 8.3ｍ 14.9ｍ

車線数 片側交互 1車線 2車線・ 3車線 計 5車線

歩道
店舗側 2.2ｍ 2.8ｍ

反対側 無 4.4ｍ

路肩・中央分離帯他 1.1ｍ（反対側路側） 路肩 0.6ｍ+0.6ｍ・中央分離帯 1.5ｍ

合計 11.6ｍ 24.8ｍ

交通規制 大型車通行禁止 駐車禁止

安全施設 無 無

信号交差点の数
（右折帯設置の交差点の数）

１交差点

（0交差点）

１交差点

（１交差点）

横断歩道等の有無 有 有

通学路

の有無

店舗側 無 無

反対側 無 無

バス路線の有無 無 有

バス停の有無 無 無

拡幅予定など 無 無

（２）駐車場の入庫処理能力

自走式で発券ブース等のない駐車場です

（３）敷地内駐車待ちスペース

出入口№
駐車待ち
スペース
の有無

実際に用意
する駐車待
ちスペース

発券
ブースの
有無

必要駐車待ちスペース
スペース「無」の場
合その理由・対策長さ 算出根拠

出入口①②

無

無

無

-43.72ｍ ※1
マイナス値となり

不要。ただし、場

内の車路に滞留が

可能である。
出入口③④⑤ 無 -30.76ｍ ※2

※各出入口に大規模小売店舗立地法の指針に基づくピーク時間帯から、想定されるエリア別の

来店台数が入庫すると想定し、下記計算式より必要駐車待ちスペースを算出。

（当該入口の 1 分当たりの来台数×1.6-当該入口の 1 分当たりの入庫処理可能台数）×6ｍ

（平均車頭間隔）＝※1（8/60×1.6-60/8）×6＝-43.72

※2（89/60×1.6-60/8）×6＝-30.76
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（４）現状の平日、休日（日曜）それぞれの交通量調査の結果

調査年月日
休日：令和 6年 6月 30 日（日）7:00～24:00（17 時間調査）

平日：令和 6年 7月 01 日（月）7:00～24:00（17 時間調査）

調査場所 №1～№3交差点 別添交通報告書参照

調査委託先 21 世紀商業開発株式会社

調査方法
調査地点において、通過する車両及び自転車・歩行者を方向別・種類別にカウ
ンター等を用いて調査を実施

調査結果 別添交通報告書参照

（５）開店後の周辺道路の交通量の予測

予測方法
来退店経路のピーク時の方面別車両台数を算出し、現況交通量（ピーク時）に
発生交通量（ピーク時）を加えて予測を行いました。

予測の根拠 「平面交差の計画と設計 基礎編」参照

予測結果 別添交通報告書参照

７ 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

（１）来客の自動車を駐車場に案内する経路の設定

経路を示す図面 図面№7車両経路図(広域)、図面№8 車両経路図(周辺)

商圏設定の考え方
既存店舗の実績を考慮し、店舗から半径 1ｋｍ以内を商圏として設

定しました。

経路設定の考え方・配慮 周辺の生活道路を避ける経路設定としています。

入出庫の説

明

出入口

①②

（来店）①②④⑤⑥方面から左折入庫

（退店）③方面へ左折出庫

出入口

③④⑤

（来店）③方面から左折入庫

（退店）①②④⑤⑥方面へ左折出庫

※来店・退店の方面の番号は図面№8車両経路図（周辺）参照

（２）来客の自動車を駐車場に案内する方法及び交通への支障を回避するための方策

項 目 具体的な内容

案内表示の設置（敷地内、周辺）
駐車場内に案内看板等を設置し、来店客に退場経路を周知

します。

ちらし等の配布・ホームページ

への掲載などによる周知
必要に応じて、新聞折込広告等に案内経路図を掲載します。

交通整理員の配置

①配置場所：各駐車場出入口付近
②人数：１名（オープン時に配置）
③配置日時等：オープン時など

周辺道路に

通学路「有」

の場合の

安全策

来客車両に

係る安全策
周辺道路に通学路はありません

荷さばき車両

に係る安全策
周辺道路に通学路はありません

右折入出庫「有」の場合の解析

結果、具体的安全対策等
右折入出庫はありません

その他交通への支障を回避する

ための方策
特になし
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８ 駐輪場の計画

（１）駐輪場の収容台数

※届出収容台数：53 台

（２）指針の参考値による必要駐輪台数の算出

Ｓ：店舗面積 1,844 ㎡

必要駐輪場台数算出式 S：1,844 ㎡／35 ㎡≒53

必要駐輪台数 53台

（３）市町村条例に基づく附置義務

①附置義務の有無 無

②条例等名称：－

（４）その他の事情による駐輪台数の算出

該当なし

（５）駐輪場の構造、収容台数及び面積

駐輪場

№

駐輪場

構造

届出収容台数
面積

駐輪区画の大きさ 料金徴収

の有無自転車 原付 合計 自転車 原付

駐輪場 平面式 53台 0台 53 台 53 ㎡ 0.5ｍ×2.0ｍ － 無

（６）駐輪場の管理体制

整理員等の配置

配置場所：駐輪場付近

配置時間：繁忙時

人 数：1名

管理体制
営業時間内

繁忙時には従業員が巡回し、店舗利用者以外の利用を行わな

いよう注意喚起に努めます。

営業時間外、深夜等 出入口を施錠し、安全確保に努めます。

（７）駐輪場案内の表示方法

駐輪場看板の掲示及び路面標示を予定しています。
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９ 荷さばき施設の計画

（１）荷さばき施設の面積・構造

荷さばき施設№ 届出面積
想定する車両

(想定する車両の大きさ)

同時作業

可能台数

待機スペース

有無

(待機可能台数)

届出面積に

含むか

荷さばき施設① 108.0 ㎡ 10ｔ未満、4ｔ 2台 無 －

荷さばき施設② 36.0 ㎡ 10ｔ未満、4ｔ 1台 無 －

合計 144.0 ㎡

（２）搬出入車両の出入口

荷さばき施設№ 搬出入車両の出入口の数（専用・兼用の別） 出入口№

荷さばき施設① 専用 1ヶ所 業務用車両出入口

荷さばき施設② 兼用 2カ所 出入口①、④

（３）荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設№ 荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設① 午前 6時 00 分～午後 10 時 00 分

荷さばき施設② 午前 6 時 00 分～午前 7 時 30 分

（４）搬出入車両の安全策

荷さばき施設№ 出入口における安全策 敷地内での安全策

荷さばき施設

①、②

・出入口前での一旦停止の周知徹底

を指導し、事故防止に努めます。

・繁忙時の搬出入に際しては、従業

員による誘導を必要に応じて行い

来客車両との交錯が起きないよう

安全確保に努めます。

・荷さばき施設②での作業は営業時

間前とします。
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１０ 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

荷さばき施設①

時間帯
搬出入車両 廃棄物

車両…ｂ

総合計

ａ＋ｂ

延べ処理時間

（搬出入＋廃棄物）4ｔ車 10ｔ未満 計…ａ

6時～7 時 2台 1台 3台 － 3台 50 分

7 時～8 時 2台 1台 3台 － 3台 50 分

8 時～9 時 1台 1台 2台 － 2台 35 分

9 時～10 時 1 台 0台 1台 1台 2台 25 分

10 時～11 時 1 台 0台 1台 1台 2台 25 分

11 時～12 時 1 台 0台 1台 － 1台 15 分

12 時～13 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

13 時～14 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

14 時～15 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

15 時～16 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

16 時～17 時 1 台 0台 1台 － 1台 15 分

17 時～18 時 1 台 0台 1台 － 1台 15 分

18 時～19 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

19 時～20 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

20 時～21 時 0 台 0台 0台 － 0台 0分

21 時～22 時 1 台 0台 1台 － 1台 15 分

合計 11 台 3 台 14 台 2 台 16 台 －

1台当たりの

平均的処理時間
15 分 20 分 － 10 分 － －

【必要な荷さばき施設の確保の状況】

・同時作業可能台数：2台…Ａ

・ 1 時間当たり延べ処理可能時間：120 分（60 分×2台）…Ｂ

・ピーク時処理時間：6時～7時、7時～8 時

延べ 50 分…Ｃ

Ｂ（１時間当たり延べ処理可能時間）＞Ｃ（ピーク時処理時間）であり、ピーク時でも対応可能

な計画としています。

荷さばき施設②

時間帯
搬出入車両 廃棄物

車両…ｂ

総合計

ａ＋ｂ

延べ処理時間

（搬出入＋廃棄物）4ｔ車 10ｔ未満 計…ａ

6時～7 時 0台 1台 1台 － 1台 20 分

7 時～8 時 1台 0台 1台 － 1台 15 分

合計 1台 1台 2台 － 2台 －

1台当たりの

平均的処理時間
15 分 20 分 － － － －

【必要な荷さばき施設の確保の状況】

・同時作業可能台数：1台…Ａ

・ 1 時間当たり延べ処理可能時間：60分（60 分×1台）…Ｂ

・ピーク時処理時間：6時～7時

延べ 20 分…Ｃ

Ｂ（１時間当たり延べ処理可能時間）＞Ｃ（ピーク時処理時間）であり、ピーク時でも対応可能

な計画としています。
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【１日当たり搬出入車両台数】18 台

搬出入車両 廃棄物

車両…b

総合計

a+b４t車 10ｔ未満 計…a

荷さばき施設① 11台 3 台 14 台 2 台 16 台

荷さばき施設② 1台 1台 2台 ― 2台

合 計 12 台 4 台 16 台 2 台 18 台

１１ 遮音壁等を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

無

１２ 各関連施設から発生する騒音に対する対策の概要等

（１）駐車場の施設構造と騒音対策の概要

駐車場
構造

届出台数
（総収容台数）

利用時間帯
施設面の
騒音対策

運用面の
騒音対策

平面
自走式

駐車場
65台

(332 台
※）

午前 7 時 30 分～

午後 11 時 30 分

駐車場内の段差

を極力無くし、

衝撃音の発生を

抑制します。

駐車マスにスムーズに出入

り出来るようなレイアウト

とします。また、看板等に

より「場内の時速 10km 走

行」を呼びかけることによ

り騒音の低減を図る。

※内訳（合計 332 台：来客用 65 台、飲食店 B 用 42 台、その他従業員用等 225 台）

（２）荷さばき施設及び作業に係る騒音対策の概要

項 目 具体的な騒音対策の内容

荷さばき施設
の騒音対策

・荷さばき施設は十分なスペースを確保し、荷さばき時間の短縮に努めます。

・床の段差を解消し、騒音を極力小さくするよう努めます。

荷さばき作業
の騒音対策

・看板等により搬入車両のアイドリング禁止の徹底等、作業人員への騒音防止の

徹底をします。

・積み降ろしの際の衝撃音やドアの開け閉め等を最小限に抑えるよう指導し、徹

底します。

（３）廃棄物収集作業に係る騒音対策の概要

廃棄物回収

場所の構造
回収時間帯

施設面の

騒音対策

運用面の

騒音対策

屋外
午前 6 時～

午後 10 時

床の段差を解

消し、騒音を

極力小さくす

るよう努めま

す

・深夜・早朝の作業を回避致します。

・看板等により積み降ろしの際の衝撃音やドアの開

け閉め等、最小限に抑えるよう指導し、徹底します。

・看板等により作業時間の短縮に努め、作業人員へ

の騒音防止の指導を徹底します。

（４）ＢＧＭ等の営業宣伝活動の予定

※ＢＧＭ等の使用の有無 無
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１３ 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置

を示す図面

項 目 設置の有無 設置数 騒音ﾚﾍﾞﾙ 稼動時間帯 騒音対策 定格出力等

冷却塔 無 － － － － －

冷凍冷蔵用室

外機
有 6 60.5dB 以下 24時間 低騒音機器の導入 7.5kw 以下

空調用室外機 有 20 63dB 以下 7時～23 時 低騒音機器の導入 7.5kw 以下

給排気口 有 27 42.5dB 以下 7時～23 時 低騒音機器の導入 7.5kw 以下

キュービクル 有 1 47.0dB 24 時間 － －

１４ 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

等価騒音レベル

評価等
時間帯

昼間 夜間

午前 6時～午後 10時 午後 10 時～午前 6 時

予測点高

（ｍ）

環境

基準値
予測結果

環境

基準値
予測結果

評

価

地域の

類型
用途地域

Ａ 1.2 60 39 55 32 ○
Ｃ類型

相当
商業地域

Ｂ 1.2

55

42

45

35 ○

Ｂ類型

相当
第一種住居地域Ｃ 1.2 49 33 ○

Ｄ 1.2 50 43 ○

※計画地周辺北側は、商業施設、住居等が立地する地域であり、特定工場等の規制基準における第 3

種区域相当と考えられるため地域の類型をＣ類型相当とした。南側ならびに西・東面は、住居等が

点在しているため B 類型相当とした

―評価―

等価騒音レベルの予測結果は、全地点で環境基準値を下回ります。

以上のことから、今回の計画に伴う周辺地域への影響は軽微であると考えられます。

なお、周辺から御意見があった場合や店舗による騒音の影響が懸念される場合等には、誠意

をもって対応します。
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１５ 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音の発生が見込まれる場合にあっては、その

騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

（１）夜間に発生する設備機器等騒音の最大値の予測結果

対象騒音源
予測点高

（ｍ）

店舗敷地境界

予測結果(dB) 地域の区分 用途地域 規制値(dB)
評価

冷凍冷蔵用室外機 R6 6.0 40.6 

第2種区域 第一種住居地域 45

○

空調用室外機 S1 6.0 41.3 ○

空調用室外機 S2 6.0 41.3 ○

空調用室外機 S3 6.0 41.3 ○

空調用室外機 S4 6.0 41.3 ○

空調用室外機 S11 6.0 36.2 ○

空調用室外機 S13 6.0 36.2 ○

空調用室外機 S15 6.0 42.7 ○

空調用室外機 S18 6.0 42.7 ○

給排気口 K1 3.0 39.0 ○

給排気口 K2 3.0 37.9 ○

給排気口 K3 3.0 29.9 ○

給排気口 K4 3.0 29.9 ○

給排気口 K5 3.0 37.9 ○

給排気口 K6 3.0 29.4 ○

給排気口 K7 3.0 30.4 ○

給排気口 K8 3.0 35.4 ○

給排気口 K9 2.0 17.8 ○

給排気口 K20 3.0 29.6 ○

給排気口 K21 3.0 14.6 ○

キュービクル Q 6.0 34.1 ○

―評価―

夜間における騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果は、自敷地境界で規制値を下回るため、

周辺生活環境への影響は軽微であると思われます。

なお、周辺から御意見があった場合や店舗による騒音の影響が懸念される場合等には、誠意をも

って対応します。
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（２）夜間における騒音レベルの最大値の最大値の予測結果

【店舗敷地境界での評価】

評価

車両走行 1A1 0.5 74.0 

第2種区域

第二種住居地域

45

×

車両走行 1A3 0.5 54.2 ×

車両走行 1A4 0.5 54.2 ×

車両走行 1A5 0.5 54.2 ×

車両走行 1A6 0.5 54.2 ×

車両走行 1A7 0.5 54.2 ×

車両走行 1A8 0.5 54.2 ×

車両走行 1A10 0.5 74.0 ×

車両走行 1A11 0.5 54.0 ×

車両走行 1A12 0.5 54.0 ×

車両走行 1A13 0.5 54.0 ×

車両走行 1A14 0.5 54.0 ×

車両走行 1A15 0.5 54.0 ×

車両走行 1A16 0.5 54.0 

第一種住居地域

×

車両走行 1A17 0.5 54.0 ×

車両走行 1A18 0.5 54.0 ×

車両走行 1A19 0.5 54.0 ×

車両走行 1A20 0.5 54.0 ×

車両走行 1A21 0.5 54.0 ×

車両走行 1A23 0.5 54.0 ×

車両走行 1A24 0.5 54.1 ×

車両走行 1A25 0.5 54.1 ×

車両走行 1A26 0.5 54.1 ×

車両走行 1A27 0.5 54.3 ×

車両走行 1A28 0.5 54.5 ×

車両走行 1A29 0.5 54.8 ×

車両走行 1A30 0.5 55.2 ×

車両走行 1A31 0.5 55.0 ×

車両走行 1A32 0.5 74.0 ×

車両走行 1A67 0.5 74.0 ×

車両走行 1A73 0.5 55.0 ×

車両走行 1A74 0.5 55.3 ×

車両走行 1A75 0.5 55.1 ×

車両走行 2A4 3.5 43.7 ○

車両走行 2A5 4.5 43.8 ○

車両走行 2A6 5.5 

対象騒音源
予測点高

（ｍ）

店舗敷地境界

予測結果(dB) 地域の区分 用途地域 規制値(dB)

43.8 ○

車両走行 2A7 5.5 40.6 ○

車両走行 2A21 5.5 48.5 ×

車両走行 2A23 5.5 40.6 ○

車両走行 2A24 5.5 40.6 ○

車両走行 2A25 5.5 40.6 ○

車両走行 2A26 5.5 40.6 ○

車両走行 2A27 5.5 40.6 ○
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【保全区域側境界での評価】

評価
保全区域に

おける予測地点

車両走行 1A1 0.5 45.6 

第3種区域 商業地域 50

○ 1a1

車両走行 1A2 0.5 48.2 ○ 1a2

車両走行 1A3 0.5 43.1 ○ 1a3

車両走行 1A4 0.5 43.1 ○ 1a4

車両走行 1A5 0.5 43.1 ○ 1a5

車両走行 1A6 0.5 43.1 ○ 1a6

車両走行 1A7 0.5 43.1 ○ 1a7

車両走行 1A8 0.5 43.1 ○ 1a8

車両走行 1A10 0.5 46.0 ○ 1a10

車両走行 1A11 0.5 43.1 ○ 1a11

車両走行 1A12 0.5 43.1 ○ 1a12

車両走行 1A13 0.5 43.1 ○ 1a13

車両走行 1A14 0.5 43.1 ○ 1a14

車両走行 1A15 0.5 49.0 

第2種区域 第一種住居地域 45

× 1a15

車両走行 1A16 0.5 49.1 × 1a16

車両走行 1A17 0.5 49.0 × 1a17

車両走行 1A18 0.5 48.8 × 1a18

車両走行 1A19 0.5 48.7 × 1a19

車両走行 1A20 0.5 48.7 × 1a20

車両走行 1A21 0.5 48.6 × 1a21

車両走行 1A23 0.5 48.4 × 1a23

車両走行 1A24 0.5 48.3 × 1a24

車両走行 1A25 0.5 48.3 × 1a25

車両走行 1A26 0.5 48.1 × 1a26

車両走行 1A27 0.5 47.9 × 1a27

車両走行 1A28 0.5 47.8 × 1a28

車両走行 1A29 0.5 47.7 × 1a29

車両走行 1A30 0.5 47.5 × 1a30

車両走行 1A31 0.5 47.4 × 1a31

車両走行 1A32 0.5 52.1 × 1a32

車両走行

対象騒音源
予測点高

（ｍ）

保全区域

予測結果(dB) 地域の区分 用途地域 規制値(dB)

1A67 0.5 46.0 第3種区域 商業地域 50 ○ 1a67

車両走行 1A73 0.5 39.6 第2種区域 第一種住居地域 45 ○ 1a73

車両走行 1A74 0.5 43.5 
第3種区域 商業地域 50

○ 1a74

車両走行 1A75 0.5 43.3 ○ 1a75

車両走行 2A21 5.5 40.5 第2種区域 第一種住居地域 45 ○ 2a21
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【保全区域側での評価】

対象騒音源
予測点高

（ｍ）

直近住宅外壁

予測結果(dB) 地域の区分 用途地域 規制値(dB)
評価

直近住宅外壁に
おける予測地点

車両走行 1A15 0.5 42.3 

第2種区域 第一種住居地域 45

○ 1a15'

車両走行 1A16 0.5 43.9 ○ 1a16'

車両走行 1A17 0.5 45.6 × 1a17'

車両走行 1A18 0.5 47.3 × 1a18'

車両走行 1A19 0.5 47.7 × 1a19'

車両走行 1A20 0.5 47.8 × 1a20'

車両走行 1A21 0.5 47.9 × 1a21'

車両走行 1A23 0.5 47.8 × 1a23'

車両走行 1A24 0.5 47.6 × 1a24'

車両走行 1A25 0.5 46.4 × 1a25'

車両走行 1A26 0.5 44.7 ○ 1a26'

車両走行 1A27 0.5 43.0 ○ 1a27'

車両走行 1A28 0.5 41.4 ○ 1a28'

車両走行 1A29 0.5 40.0 ○ 1a29'

車両走行 1A30 0.5 38.7 ○ 1a30'

車両走行 1A31 0.5 37.8 ○ 1a31'

車両走行 1A32 0.5 38.7 ○ 1a32'

【保全区域側での評価（10ｋｍ走行制限）】

対象騒音源
予測点高

（ｍ）

直近住宅外壁

予測結果(dB) 地域の区分 用途地域 規制値(dB)
評価

直近住宅外壁に
おける予測地点

車両走行 1A15 0.5 36.1 

第2種区域 第一種住居地域 45

○ 1a15'

車両走行 1A16 0.5 37.7 ○ 1a16'

車両走行 1A17 0.5 39.4 ○ 1a17'

車両走行 1A18 0.5 41.1 ○ 1a18'

車両走行 1A19 0.5 41.5 ○ 1a19'

車両走行 1A20 0.5 41.6 ○ 1a20'

車両走行 1A21 0.5 41.7 ○ 1a21'

車両走行 1A23 0.5 41.6 ○ 1a23'

車両走行 1A24 0.5 41.4 ○ 1a24'

車両走行 1A25 0.5 40.2 ○ 1a25'

車両走行 1A26 0.5 38.5 ○ 1a26'

車両走行 1A27 0.5 36.8 ○ 1a27'

車両走行 1A28 0.5 35.2 ○ 1a28'

車両走行 1A29 0.5 33.8 ○ 1a29'

車両走行 1A30 0.5 32.5 ○ 1a30'

車両走行 1A31 0.5 31.6 ○ 1a31'

車両走行 1A32 0.5 32.5 ○ 1a32'

―評価―

夜間における騒音源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果は、定常騒音については、全ての

設備機器が店舗敷地境界で規制値を下回ります。

変動騒音については、一部の来客車両走行音が敷地境界及び直近住宅外壁で規制値を上回り

ます。しかし、走行速度 10km/h とした場合、全ての騒音源が直近住居外壁で規制値を下回り

ます。このことについては、看板等により「場内の時速 10km 走行」を呼びかけることにより

騒音の低減に努めます。

以上のことから、今回の計画に伴う周辺地域への影響は軽微であると考えられます。

なお、周辺から御意見があった場合や店舗による騒音の影響が懸念される場合等には、誠意

をもって対応します。
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（３）夜間騒音レベルの最大値の合成値の結果一覧

予測地点
規制値

(dB)
予測結果

(dB)
用途地域

（区域区分）

ア（自敷地境界） 45 33.4 第一種住居地域

イ（自敷地境界） 45 32.3 第一種住居地域

ウ（自敷地境界） 45 43.9 第一種住居地域

エ（自敷地境界） 45 42.6 第一種住居地域

―評価―

夜間騒音レベルの最大値の合成値の予測結果は、全ての地点で規制値を下回るため周辺生活環境

への影響は軽微であると思われます。なお、周辺から御意見があった場合や店舗による騒音の影響

が懸念される場合等には、誠意をもって対応します。

１６ 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその算

出根拠

（１）廃棄物等の排出量等の予測

廃棄物
種別

店舗面積：Ｓ
1,844 ㎡

一日当たり廃棄物
排出量：Ａ

(指針原単位×Ｓ)

平均保管
日数：Ｂ

見かけ
比重：Ｃ
(t/㎥)

排出予測量
Ａ×Ｂ÷Ｃ

紙製
廃棄物等

6 千㎡以下 1.844 千㎡ 0.384t

1 日 0.10 3.8 ㎥6 千㎡超 0千㎡ 0.00t

計 0.384t

金属製
廃棄物等

6 千㎡以下 1.844 千㎡ 0.013t

1 日 0.10 0.1 ㎥6 千㎡超 0千㎡ 0.00t

計 0.013t

ガラス製
廃棄物等

6 千㎡以下 1.844 千㎡ 0.011t

1 日 0.10 0.1 ㎥6 千㎡超 0千㎡ 0.00t

計 0.011t

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
廃棄物等

6 千㎡以下 1.844 千㎡ 0.037t

1 日 0.01 3.7 ㎥6 千㎡超 0千㎡ 0.00t

計 0.037t

生ごみ等

6 千㎡以下 1.844 千㎡ 0.312t

1 日 0.55 0.6 ㎥6 千㎡超 0千㎡ 0.00t

計 0.312t

その他
可燃物

1.844 千㎡ 0.100t 1 日 0.38 0.3 ㎥

合計 8.6 ㎥

（２）特別な事情による廃棄物等の予測排出量

該当なし

（３）小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況

該当なし（飲食店 Aならびに Bは、それぞれ別途確保）
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（４）廃棄物等の保管場所の計画

ア 廃棄物保管施設の計画

区 分
保管可能な容量

（A×B）

保管可能

な面積 A

保管可能

な高さ B

廃棄物保管施設の位

置

紙製廃棄物等 29.25 ㎥ 19.50 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

金属製廃棄物等 9.00 ㎥ 6.00 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

ガラス製廃棄物等 4.50 ㎥ 3.00 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製廃棄物等 18.00 ㎥ 12.00 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

生ごみ等 9.00 ㎥ 6.00 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

その他可燃物 4.50 ㎥ 3.00 ㎡ 1.5ｍ 図面№4 配置図

合 計 74.25 ㎥ 49.50 ㎡ －

（参考）廃棄物保管施設全体の面積（C） 49.5 ㎡（C≧A）

イ リサイクル品（再利用対象物）保管施設の計画

紙製廃棄物等・金属製廃棄物等・ガラス製廃棄物等・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製廃棄物等・生ごみ等のリサ

イクル品保管施設は廃棄物等保管庫と兼用します。

ウ 廃棄物等保管施設の容量（届出容量＝保管可能な容量の合計）

廃棄物保管施設の容量 74.25 ㎥

廃棄物保管施設の総容量 74（74.25）㎥≧8.6 ㎥（指針の予測量合計）
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１７ 廃棄物減量化及びリサイクルについての計画・食品加工場の計画

（１）廃棄物減量化・リサイクル計画

ア 法令への対応

①食品リサイクル法対応
・生ごみが発生した場合には、食品リサイクル法に基づいた

処理計画に努めます。

②容器包装リサイクル法対応

・日本容器包装リサイクル協会を通じて、容器包装リサイク
ル法に基づく指定業者にリサイクルを委託しています。

・容器包装の薄肉化・軽量化、レジ袋有料化等により、容器
包装廃棄物の排出抑制に努めています。

③家電リサイクル法対応 ・該当なし

④小型家電リサイクル法対応 ・該当なし

⑤資源有効利用促進法対応

（パソコン等）
・該当なし

イ その他廃棄物減量化・リサイクルの取組

①商品搬入時における取組
・過剰包装を極力行わないように、納品業者に徹底します。
・余剰発注を行わず、必要最低限の発注を行うことで、廃棄
物発生の抑制に努めます。

②営業活動における取組
・減量及びリサイクルについては、分別可能なものは分別し
ます。
・再利用・使用できるものは再利用し、リサイクルします。

③地域住民等の意識を高める
ための活動内容の公表等の
取組

・地元からの要請があれば、ペットボトル、ペットボトルキ
ャップ、牛乳パック、白色トレイ等の回収物の提供等の協
力を可能な限り実施するように努めます。

・商品購入時に簡易包装の呼びかけに努めます。

④その他取組
・ごみの減量化に向けて、エコバック持参の呼びかけを行う
など、従業員の意識強化を行います。

ウ 廃棄物リサイクル・処理計画

廃棄物の種類
リサイクル

割合

処理方法・資源化後の利用方法

（主なもの）
処分業者

紙製廃棄物等 100％ 再生紙ならびに段ボール製品に再生 未定（許可業者）

金属製廃棄物等 100％ 缶等の金属製品に再生 未定（許可業者）

ガラス製廃棄物等 100％ ビン等のガラス製品に再生 未定（許可業者）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
廃棄物等

40％
卵パック等のプラスチック製品に再生

回収に適さない物については、焼却処分
未定（許可業者）

生ごみ等 0％ 市の処理場で焼却
成田富里いずみ

清掃工場

その他可燃物 0％ 市の処理場で焼却
成田富里いずみ

清掃工場
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（２）食品加工場等計画

加工の具体的内容 青果加工、鮮魚加工、精肉加工、惣菜加工

悪臭対策

○換気扇及び排気口は周辺住居に影響の少ない場所に設置する等配慮し

ます。また定期的な清掃を行い、性能保持に努め、悪臭が場外に出る

ことの無いよう努めます。

○定期的な清掃を行い、性能保持に努めます。

汚水対策

○汚水処理はグリーストラップにより行います。定期的な清掃を行い、

性能保持に努め、悪臭、汚水が場外に出ることの無いよう努めます。

○排水溝にネットを設置し、ゴミの除去を行います。

１８ 防災・防犯対策への協力

（１）防災対策

防災協定等締結（予定）の有無 無

締結（予定）協定の内容 －

協定以外の防災対策への協力 行政や交通機関の情報提供等、広報活動支援に努めます。

（２）小売店舗に係る防犯対策

・死角となる場所を含め、必要な箇所に防犯カメラを設置するように努めます。

・適切な数及び位置に照明を設置し、防犯に努めます。

・青少年のたまり場にならないように、必要に応じて、店舗閉店後に出入口を速やかに閉鎖す

るなどの措置を検討します。

１９ 街並みづくり等への配慮に関する事項

（１）街並みづくり等への配慮事項

【計画等名】成田市景観条例ならびに千葉県屋外広告物条例

【上記計画に沿って、当該店舗において配慮する事項】

・当該地区の景観計画に適合させるよう努めます。

・定められた色彩基準を遵守して落ち着いたイメージとして周辺との調和を図ります。

・屋外広告物の設置に際しては、屋外広告物条例を遵守します。

（２）敷地内の緑化計画

敷地面積 緑化面積 緑化計画

12,013.52 ㎡
722.75 ㎡

（ 6.02％）

①必要緑化面積： 720.81 ㎡

②根拠法令：成田市緑化推進指導要綱

③算出式： 12,013.52 ㎡ ×6 ％ ＝720.81 ㎡

＜緑化の内容＞

主に敷地道路側及び隣地境界側に緑地（低木等）を確保します。
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（３）屋外照明・広告塔照明等の計画と光害対策

屋外照明 広告塔照明

照明灯の配置 図面№4配置図参照 図面№4配置図参照

照明灯の方向
敷地内方向

（下部開放型照明器具）
照射方向に配慮

照明の強さ 400Ｗ 400Ｗ

点灯時間 日没から駐車場閉鎖時間まで 日没から閉店時間まで

光害対策

・施設内外灯は外部への照射を抑えるために、照射方向に配慮し適度な照度

とします。

・住宅側への照射がないようにします。

（４）その他、景観への配慮

特記すべき事項

・周辺の建物と調和の取れる色彩を使用し、奇抜な色を避け、景観に溶け込む色彩を用います。

・建物の外観劣化を防ぐために、維持管理や保守を随時行います。

２０ 歩行者の通行の利便性の確保

歩行者の通行の利便性の確保 ・歩行者用通路を駐車場場内に設置し、交通安全に努めます。

夜間照明等の設置 有

２１ その他、設置者及び小売業者が指針で求めている配慮事項以外に地域社会へ協力できる事項等

・従業員の採用は地元地域の雇用を優先する計画です。

・地元小学生の総合的な学習、環境学習等のため、特に要請等がある場合の協力に努めます。

・町内会や自治体のイベント・災害訓練等の地域活動への協力に努めます。
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２２ 届出事項一覧表

届出事項

店舗面積 1,844 ㎡

駐車場の位置及び収容台数
位 置 図面№4配置図

収容台数 65台（地上平面駐車場 35 台、屋上駐車場 30台）

駐輪場の位置及び収容台数
位 置 図面№4配置図

収容台数 駐輪場 53 台

荷さばき施設の位置及び面積

位 置 図面№4配置図

面 積

荷さばき施設① 108（108.0）㎡

荷さばき施設② 36（36.0）㎡

合 計 144（144.0）㎡

廃棄物等の保管施設の位置

及び容量

位 置 図面№4配置図

容 量 廃棄物保管施設 74（74.25）㎥

開店時刻及び閉店時刻

開店時刻 株式会社タイヨー 午前 8 時

閉店時刻 株式会社タイヨー 午後 11時

来客が駐車場を利用することができる

時間帯
午前 7 時 30 分～午後 11 時 30 分

駐車場の自動車の出入口の数

及び位置

数 5ヶ所

位 置 図面№4配置図

荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設① 午前 6 時～午後 10時

荷さばき施設② 午前 6 時～午前 7 時 30 分
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別紙（小売業者一覧表）

番号

氏名（名称）
法人の場合代表者

の役職名及び氏名
住所（所在地）

主として販売

する物品の種類

店舗面積

（㎡）
開店時刻 閉店時刻 特記事項

店

№

業

者

№

1 1 株式会社タイヨー 代表取締役 森田 剛
茨城県神栖市大野原四丁目

7番 1号
食料品・日用品 1,844 午前 8 時 午後 11 時 －

1者 面積合計 1,844


